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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【公開番号】特開2013-250560(P2013-250560A)
【公開日】平成25年12月12日(2013.12.12)
【年通号数】公開・登録公報2013-067
【出願番号】特願2013-117136(P2013-117136)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/20    １０１　
   Ｃ２３Ｃ  14/06    　　　Ｐ
   Ｇ０２Ｆ   1/1335  ５００　

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月7日(2013.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察者に不透明に見える光吸収性層構造体であって、該層構造体は、
　観察者に面する前面副層（Ｓ１）と、
　前記観察者に対して反対側の後面副層（Ｓ２）と、を有しており、
　前記前面副層（Ｓ１）は、導電性材料からなる粒子（Ｍ１）が第１の平均濃度で内部に
埋め込まれている誘電体金属酸化物のマトリクスからなり、
　前記後面副層（Ｓ２）は、前記金属酸化物と、前記第１の平均濃度よりも高い第２の平
均濃度で前記金属酸化物の内部に埋め込まれた前記導電性材料からなる粒子（Ｍ２）との
マトリクスからなり、
　前記金属酸化物は、ニオブ酸化物、チタン酸化物、モリブデン酸化物、タングステン酸
化物またはバナジウム酸化物を含む、
ことを特徴とする層構造体。
【請求項２】
　前記導電性材料は金属を含む、請求項１記載の層構造体。
【請求項３】
　前記導電性材料は貴金属、銅、ニッケルまたはこれらの物質の混合物を含む、請求項２
記載の層構造体。
【請求項４】
　前記導電性材料は、銀または銀ベースの合金を含む、請求項３記載の層構造体。
【請求項５】
　前記導電性材料は、前記両金属粒子の全体積に対して、１％以下のクロムを含む、請求
項１から４のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項６】
　前記導電性材料は、クロムを含まない、請求項１から４のいずれか１項記載の層構造体
。
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【請求項７】
　前記導電性材料からなる粒子（Ｍ１）は、前記前面副層（Ｓ１）の全体積に対して、２
～８体積％の濃度で前記前面副層（Ｓ１）内に存在する、請求項１から６のいずれか１項
記載の層構造体。
【請求項８】
　前記導電性材料からなる粒子（Ｍ２）は、前記後面副層（Ｓ２）の全体積に対して、１
５～４５体積％の平均濃度で前記後面副層（Ｓ２）内に存在する、請求項１から７のいず
れか１項記載の層構造体。
【請求項９】
　前記前面副層（Ｓ１）の厚さは、５０ｎｍ未満である、請求項１から８のいずれか１項
記載の層構造体。
【請求項１０】
　前記後面副層（Ｓ２）の厚さは、２００ｎｍ未満である、請求項１から９のいずれか１
項記載の層構造体。
【請求項１１】
　前記前面副層（Ｓ１）および前記後面副層（Ｓ２）の全体厚さは、８０～３００ｎｍで
ある、請求項１から１０のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項１２】
　前記前面副層（Ｓ１）内の前記導電性粒子（Ｍ１）の粒径は５ｎｍ未満である、請求項
１から１１のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項１３】
　前記粒子（Ｍ１）の少なくとも８０％の粒径は３ｎｍ未満である、請求項１２記載の層
構造体。
【請求項１４】
　前記後面副層（Ｓ２）内の前記導電性粒子（Ｍ２）の粒径は５０ｎｍ未満である、請求
項１から１３のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項１５】
　前記粒子（Ｍ２）の少なくとも８０％の粒径は２～２０ｎｍである、請求項１４記載の
層構造体。
【請求項１６】
　前記前面副層（Ｓ１）および前記後面副層（Ｓ２）からなる積層体のシート抵抗は、１
ｋΩ／ｓｑ超である、請求項１から１５のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項１７】
　前記前面副層（Ｓ１）は透明材料からなる基板（２）上に設けられる、請求項１から１
６のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項１８】
　眼の感度に対して標準化された、前記透明基板（２）における反射率４％を全反射から
除することにより計算された前記層構造体の可視光反射率Ｒｖは、５％未満である、請求
項１７記載の層構造体。
【請求項１９】
　眼の感度に対して標準化された、前記層構造体の可視光透過率Ｔｖは、５％未満である
、請求項１から１８のいずれか１項記載の層構造体。
【請求項２０】
　眼の感度に対して標準化された、前記層構造体の可視光透過率Ｔｖは、２％未満である
、請求項１９記載の層構造体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００４４】
　層構造体は、１００％に近い吸収性、および、約１５０ｎｍの低い層厚さですでに１５
％未満の反射率を示す。
　眼の感度に対して標準化された、前記層構造体の可視光透過率Ｔｖは、５％未満、好ま
しくは２％未満である。
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